
 漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 58条において読み替えて準用する同法第 42条第１項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、青森県漁業調整規則（令和２年青森県規則第 59号。以下

「規則」という。）第４条第１項第８号に掲げる固定式刺し網漁業につき、規則第 11条第１項各号に掲げる制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間等を次のように定める。 

 

  令和７年 12月１日 

青森県知事 宮下 宗一郎     

 

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他の制限措置 

漁業種類 許可又は起業の

認可をすべき 

船舶等の数 

船舶の 

総トン数 

推進機関の 

馬力数 

操業区域 漁業時期 漁業を営む者の資格 許可又は起業の 

認可を申請すべき期間 

備考 

ばばがれい固定式

刺し網漁業 

15 隻 

 

15 トン未満 

 

定めなし 

 

次の点ア、イ、ウ、エ、オ、カ及び点アの各点を順次

に結んだ直線によって囲まれた区域。 

点ア 青森県上北郡六ヶ所村大字出戸と大字泊との境

の高磯岩礁に設置した標柱から真方位７４度３，８５

０メートルの点 

点イ 青森県上北郡六ヶ所村大字出戸と大字泊との境

の高磯岩礁に設置した標柱から真方位７５度３０分

４，７５０メートルの点 

点ウ 青森県上北郡六ヶ所村、中山埼に設置した標柱か

ら真方位９４度３０分４，５００メートルの点 

点エ 青森県上北郡と下北郡との境の物見埼に設置し

た標柱から真方位９１度４，５５０メートルの点 

点オ 青森県上北郡と下北郡との境の物見埼に設置し

た標柱から真方位１０１度３０分３，７５０メートル

の点 

点カ 青森県上北郡六ヶ所村、中山埼に設置した標柱か

ら真方位９４度３０分３，７００メートルの点 

 

２月１日から 

３月 31 日まで 

次のいずれにも該当す

る者とする。 

１ 上北郡六ヶ所村大字

泊に住所を有する者 

２ 青森県知事の登録を

受けた漁船の使用者 

令和７年 12 月１日から 

令和８年１月９日まで 

１ 許可の有効期間は、令和８年２月１日から令和８年３

月 31 日までとする。 

２ 規則第 14 条第１項第４号の対象とする。 

３ 次に掲げる内容の条件を付けることがある。 

（１）使用できる刺し網は１ヶ統あたり全長６００メート

ル以内のものとし、敷設できる漁具の数は１隻２ヶ統

までとする 

（２）漁具の目合は、１２１ミリメートル（４寸）以上と

し、重ね網を使用してはならないこととする 

（３）漁具の敷設中は、その両端に船名及び許可番号を明

示した標識を付け、水面１．５メートル以上の高さに

掲げることとする 

 

 

ばばがれい固定式

刺し網漁業 

８隻 

 

10 トン未満 

 

定めなし 

 

次の点ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ４

直線によって囲まれた区域。 

点ア 物見崎灯台中心点から真方位５０度４，９５０メ

ートルの点 

点イ 物見崎灯台中心点から真方位５８度５，７００メ

ートルの点 

点ウ 東通村大字小田野沢と猿ヶ森との境に設置した

標柱から真方位１１６度５，３００メートルの点 

点エ 東通村大字小田野沢と猿ヶ森との境に設置し

た標柱から真方位１２２度４，２００メートルの点 

２月１日から 

４月 30 日まで 

次のいずれにも該当す

る者とする。 

１ 下北郡東通村大字白

糠に住所を有する者 

２ 青森県知事の登録

を受けた漁船の使用者 

令和７年 12 月１日から 

令和８年１月９日まで 

１ 許可の有効期間は、令和８年２月１日から令和８年４

月 30 日までとする。 

２ 規則第 14 条第１項第４号の対象とする。 

３ 次に掲げる内容の条件を付けることがある。 

（１）施網できる漁具は２カ統以内とし、１カ統の長さは

６００メートル以内とする 

（２）網の目合は４寸以上とし、重ね網を使用してはなら

ない 

（３）漁具の敷設中は、両端に水面上１．５メートル以上

の高さの標識を付け、船名及び許可番号を記載しなけれ

ばならない 

 



ばばがれい固定式

刺し網漁業 

２隻 

 

10 トン未満 

 

定めなし 

 

次の点ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ４

直線によって囲まれた区域。 

点ア 物見崎灯台中心点から真方位５０度４，９５０メ

ートルの点 

点イ 物見崎灯台中心点から真方位５８度５，７００メ

ートルの点 

点ウ 東通村大字小田野沢と猿ヶ森との境に設置した

標柱から真方位１１６度５，３００メートルの点 

点エ 東通村大字小田野沢と猿ヶ森との境に設置し

た標柱から真方位１２２度４，２００メートルの点 

２月１日から 

４月 30 日まで 

次のいずれにも該当す

る者とする。 

１ 下北郡東通村大字小

田野沢に住所を有する

者 

２ 青森県知事の登録

を受けた漁船の使用者 

令和７年 12 月１日から 

令和８年１月９日まで 

１ 許可の有効期間は、令和８年２月１日から令和８年４

月 30 日までとする。 

２ 規則第 14 条第１項第４号の対象とする。 

３ 次に掲げる内容の条件を付けることがある。 

（１）施網できる漁具は２カ統以内とし、１カ統の長さは

６００メートル以内とする 

（２）網の目合は４寸以上とし、重ね網を使用してはなら

ない 

（３）漁具の敷設中は、両端に水面上１．５メートル以上

の高さの標識を付け、船名及び許可番号を記載しなけれ

ばならない 

 

 


